
相談 ※いずれも無料で、施設休館日は休みです。
　一部の相談は先着による定員制です。

5 月
May

相談 日時 場所 内容 問い合わせ 要予約

13時30分～
16時

市役所

設計、工事管理など住まいに関する相談
相続・遺言など書類作成に関する相談

7日㈭

行政に関する苦情や意見（行政相談委員）
14日㈭

21日㈭

困りごと、いじめ、もめごとなど人権に
関する悩みごと（人権擁護委員）
土地・建物・会社・法人などの登記、裁判
関係の手続きなど

◯不動産の表示に関する登記（土地・家屋の
調査又は測量）についての相談

◯水曜日 13時～16時 各種問題解決に向けて法律上のアドバイス

月、火、
木、金曜日 13時～16時

市役所 1階
消費生活センター

訪問販売、通信販売、悪徳商法などのトラ
ブル／電話相談可

13日㈬

13日㈬
27日㈬

13時～16時

解雇、賃金、労働時間、就業規則、労働契
約などの悩みごと

15歳～49歳までの人と家族への就労相談・
サポート

◯

7日㈭

19日㈫

10時～
12時30分 碧南商工会議所 経営者・後継者などの事業承継に関するこ

と全般 ◯

◯

月～
金曜日 9時～17時 こども課 児童の養育上の悩みごとや虐待に関するこ

と、子どもからの相談
月～
金曜日 9時～16時 こども課 母子・父子家庭の困りごとや生活に必要な

相談、未成年の子を持つ離婚に関する相談

月～
金曜日

8時30分～
17時15分

高齢介護課

・介護、福祉サービスなどの相談
・認知症に関する知識（症状や治療など）、
　介護方法、介護の悩み、介護保険などの
　サービスに関する相談
・高齢者虐待に関する相談

碧南南部地域包
括支援センター
碧南社協地域包
括支援センター

9時～16時
碧南社協地域包
括支援センター
西端出張所

8時30分～
17時15分

碧南東部地域包
括支援センター

水、土、
日曜日 10時～15時 認知症伴走型支援拠点

グループホーム向陽
認知症ケア専門職による認知症に関する悩
みや困りごとの相談、継続支援

金曜日 14時～17時 福祉課 聴覚障害者の各種手続きについて手話通訳
により補助

月～
金曜日

8時30分～
17時15分 福祉課 障害者虐待に関する相談

月～
金曜日

8時30分～
17時15分 社会福祉協議会 障害者の就労に関する相談、情報提供など

社会福祉協議会
（予約優先）
　46-3701

月～
金曜日

8時30分～
17時15分 こども課 18歳までの子どもの発達に関する相談

こども課
（予約優先）
　95-9885

月～水、
金曜日 9時～16時 市役所

5階教育相談室
不登校、学校生活、いじめ問題など子ども
の教育問題 ◯

月～
金曜日

市役所 1階
外国人相談窓口

外国人住民への多言語による生活などに関
する情報提供、相談

市民課
（当日13時～受付）
　95-9880

市民課
（5月7日㈭～受付）
　95-9880

市民課
　95-9880
消費生活センター
　42-2660
商工課
　95-9895

碧南商工会議所
（4月30日㈭まで受付）
　41-1100

専用電話
　41-8810
こども課
　95-9852
高齢介護課
　95-9890
碧南南部地域包括支援
センター　　46-5282
碧南社協地域包括支援
センター　　46-3840

知立若者サポート
ステーション
　0566-70-7771

碧南社協地域包括支援
センター西端出張所
　48-3811
碧南東部地域包括支援
センター　　93-4585
グループホーム向陽
　91-7276

専用電話　　41-3377
休日夜間
社会福祉協議会 
   090-3833-4701

教育相談室
　46-7777

外国人相談窓口
　95-5132外国人相談窓口

教 育 相 談

発 達 相 談

障害者虐待相談

障害者就労相談

手 話 相 談

もの忘れ？！
なんでも相談所

高 齢 者 相 談
物忘れ（認知症）
なんでも相談
高齢者虐待相談

ひとり親家庭相談

児 童 相 談

事 業 承 継
個 別 相 談

不 動 産 ・
空 き 家 相 談

労 働 相 談

消費生活相談

司法書士相談

土地家屋調査士
相 談

人 権 相 談

行 政 相 談

弁護士法律相談

行政書士相談
建 築 相 談

福祉課
　48-2940

就 労 相 談

8時30分～
17時

13時10分～
16時

市役所
2階談話室5 不動産・空き家に関する相談

建築課
（5月14日㈭まで受付）
　95-9907

◯
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